
別紙

様式第２号の２（第２条関係）

□ 実施します

☑ 計画に基づき順次実施します（次年度・時期未定）

□ 現時点での対応は困難です

□ 基準に満たないため対応できません

□ その他（　　             　　　）

要望番号 自治会等名 要　　望　　事　　項 回　　　　　　答
所管部局及び課室

（関係部局及び課室）

07030109 中ノ段二自治会

斐伊川河川敷（上熊橋から上流の中の段側）は太く
大きい木々、草木が繁茂している状態が各箇所に見
られる。河川の維持・管理上、特に増水時には流木
による被害が予測されるなど危険であり、特に大木
及びその周辺箇所については伐採を含んだ対処を
早急にお願いしたい。

建設部建設工務課

　要望箇所につきまして、河川管理者の島根県よ
り以下のように回答をいただきました。

【雲南県土整備事務所】
　河川内の樹木の伐採は、洪水時における水位
上昇を招く等、治水上問題となる樹木について
行っております。
　要望の箇所につきましても、治水上問題がある
と判断した樹木については伐採を実施します。
　ただし、同様の箇所が雲南県土管内に多数あ
り、限られた予算の中で優先度を考慮しながら対
策を実施していますので、ご理解のほどよろしく
お願いします。


